
「造林事業及び素材生産事業参加申請書様式（申請別紙：様式３）」の 
一部改正について 
 

 造林・素材生産事業において現場代理人の作業現場への常駐、現在の手持ち事業と競争参

加資格申請の事業との現場代理人が同一の場合に当該事業を落札した場合の対応措置等を確

認するために「造林事業・素材生産事業参加申請書様式（申請別紙：様式３）」を一部改正す

ることとしましたのでお知らせします。 

 

1.造林事業・素材生産事業参加申請様式（申請別紙：様式３）配置予定の技術者（現場代理

人）の状況表の見直し 

 

※ 状況表における「現在手持ちの事業及び現場代理人選任状況」及び注意書へ下記項目 

（下線部）を新規追記しました。 

 

現 行   

「現在の手持ち事業及び現場代理人選任状況」表   

注１：この表には現在実行中の内容を記載すること 

注２：手持ち事業と競争参加資格申請の事業との現場代理人が同一の場合は手持ち事業が

入札日までに完了する必要がある。 

注３：上記２の事を明らかにするため、手持ち事業の完了予定年月日を備考欄に記載の上、

両事業の工程表を提出すること。 

 

改正後  

「現在の手持ち事業及び現場代理人選任状況」表への追記  

発注機関名等、契約期間 

手持ち事業と競争参加資格申請の事業において現場代理人が同一の場合の本事業

を落札した場合の対応措置 

注１：この表には申請時点で実行中（完了検査前）の全ての事業内容を記載すること 

注２：手持ち事業において本事業と同一の現場代理人がある場合、本事業の作業時にはそ

の現場代理人を現場に常駐させる必要がある。 

注３：上記、注２の事柄を明らかにするため、手持ち事業と本事業との現場代理人が同一

の場合は、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記入する。 

 

2．適用年月日 

令和8年 1月 1日以降の入札公告から適用。 

 

3．その他 

改正した様式については、「公売・入札情報」・「公売、入札等に関するお知らせ」・「契約

約款・仕様書・入札者注意書・検査基準・申請書等」に掲載していますのでご利用くださ

い。 

契約約款・仕様書・入札者注意書・申請書等 

 

 令和７年１２月 四国森林管理局 


